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(57)【要約】
【課題】画質を向上させて高精細化を実現することがで
き、且つ安価に製造することのできる有機ＥＬ表示装置
を提供すること。
【解決手段】本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装
置は、複数の画素がマトリクス状に配置される第１基板
と、前記第１基板上に配置された第１の電極と、前記第
１の電極の上層に配置された第２の電極と、前記第１の
電極と前記第２の電極との間に配置された有機ＥＬ層と
、前記第１の電極の下層に配置された平坦化膜と、を備
え、前記平坦化膜は、前記第１の電極の側に、前記複数
の画素の各々に対応して配置される複数の凸部を備え、
前記平坦化膜及び前記凸部上に前記第１の電極、前記有
機ＥＬ層、及び前記第２の電極が順に積層され、前記複
数の画素の各々を区画する境界部分には、前記凸部上に
配置された前記第１の電極の端部を覆う絶縁層が配置さ
れていることを特徴とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素がマトリクス状に配置される第１基板と、
　前記第１基板上に配置された第１の電極と、
　前記第１の電極の上層に配置された第２の電極と、
　前記第１の電極と前記第２の電極との間に配置された有機ＥＬ層と、
　前記第１の電極の下層に配置された平坦化膜と、を備え、
　前記平坦化膜は、前記第１の電極の側に、前記複数の画素の各々に対応して配置される
複数の凸部を備え、
　前記平坦化膜及び前記凸部上に前記第１の電極、前記有機ＥＬ層、及び前記第２の電極
が順に積層され、
　前記複数の画素の各々を区画する境界部分には、前記凸部上に配置された前記第１の電
極の端部を覆う絶縁層が配置されていることを特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項２】
　前記複数の凸部は、対応する前記画素ごとに、所望の発光色の波長を得られるピッチに
配置されることを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項３】
　前記複数の凸部は、側面に斜面を有し、前記斜面の傾斜角度が４５度より大きく、９０
度より小さいことを特徴とする請求項１または２に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項４】
　前記第１の電極は反射電極であり、前記第２の電極は透明電極であることを特徴とする
請求項１乃至３のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項５】
　前記複数の凸部は、矩形状の上面を有し、前記矩形状の上面の長辺部分の延長方向が前
記画素において複数の方向になるように配置されることを特徴とする請求項１乃至４のい
ずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項６】
　前記複数の凸部は、前記延長方向が第１の方向である第１の凸部と、前記延長方向が前
記第１の方向とは異なる第２の方向である第２の凸部と、を含み、
　前記複数の画素の各々には、前記第１の凸部と前記第２の凸部の両方が配置されている
ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項７】
　前記平坦化膜及び前記複数の凸部は、樹脂材料を用いて形成されることを特徴とする請
求項１乃至６のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項８】
　前記平坦化膜及び前記複数の凸部は、同じ材料で形成されることを特徴とする請求項７
に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項９】
　前記平坦化膜と前記複数の凸部とは、異なる材料で形成されることを特徴とする請求項
１乃至７のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項１０】
　前記第１基板と対向して配置される第２基板を有し、
　前記第２基板は、前記複数の画素の各々に対応させて配置されるカラーフィルタを備え
ることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項１１】
　複数の画素がマトリクス状に配置される第１基板を備え、
　前記第１基板は、
　前記第１基板上に前記複数の画素の各々に対応して配置され、複数の突出部を有する第
１の電極、有機ＥＬ層、及び第２の電極が順に積層された構成を備える有機ＥＬ発光層と
、



(3) JP 2015-122248 A 2015.7.2

10

20

30

40

50

　前記複数の画素の各々を区画する境界部分に対応して配置され、前記第１の電極の前記
突出部が配置された端部を覆って配置される絶縁層と、
　を備えることを特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項１２】
　前記第１の電極は、前記突出部と、前記突出部の下に配置された薄膜状の平坦部とを備
えることを特徴とする請求項１１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項１３】
　前記第１の電極は、前記突出部と、前記平坦部との間に、ＩＴＯ膜を備えることを特徴
とする請求項１２に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項１４】
　前記突出部は、反射導電部材で形成されていることを特徴とする請求項１１乃至１３の
いずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項１５】
　前記平坦部は、反射導電部材で形成されていることを特徴とする請求項１２又は１３に
記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項１６】
　複数の画素がマトリクス状に配置される第１基板と、
　前記第１基板上に配置された第１の電極と、
　前記第１の電極の上層に配置された第２の電極と、
　前記第１の電極と前記第２の電極との間に配置された有機ＥＬ層と、
　前記第１の電極の下層に配置された平坦化膜と、を備え、
　前記平坦化膜は、前記第１の電極の側に、前記複数の画素の各々に対応して配置される
複数の凸部を備え、
　前記平坦化膜及び前記凸部上に前記第１の電極、前記有機ＥＬ層、及び前記第２の電極
が順に積層され、
　前記複数の凸部は、対応する前記画素ごとに、所望の発光色の波長を得られるピッチに
配置されることを特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項１７】
　前記複数の凸部は、矩形状の上面を有し、前記矩形状の上面の長辺部分の延長方向が前
記画素において複数の方向になるように配置されることを特徴とする請求項１６に記載の
有機ＥＬ表示装置。
【請求項１８】
　前記複数の凸部は、前記延長方向が第１の方向である第１の凸部と、前記延長方向が前
記第１の方向とは異なる第２の方向である第２の凸部と、を含み、
　前記複数の画素の各々には、前記第１の凸部と前記第２の凸部の両方が配置されている
ことを特徴とする請求項１６又は１７に記載の有機ＥＬ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ（electro-luminescence）素子を備えた有機ＥＬ表示装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　有機エレクトロルミネセンス材料を利用した有機エレクトロルミネセンス素子（以下、
「有機ＥＬ素子」ともいう。）は、有機材料を選択することにより、あるいは有機ＥＬ素
子の構造を適当なものとすることにより、白色発光はもとより可視光帯域において各色の
発光を実現できる。このため有機ＥＬ素子を用いた表示装置や照明器具の開発が進められ
ている。
【０００３】
　有機ＥＬ表示装置は、各画素に有機ＥＬ素子を備えており、各画素における有機ＥＬ素
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子はトランジスタと接続され、該トランジスタを介して発光が制御されている。有機ＥＬ
素子はトランジスタが形成された素子基板に形成されている。画素の構造において、有機
ＥＬ素子とトランジスタとの間には層間絶縁層が設けられているのが通常である。そして
、有機ＥＬ素子を構成する一方の電極と、トランジスタのソース・ドレイン電極とが当該
絶縁層に形成されたコンタクトホールにおいて電気的に接続されている。
【０００４】
　有機ＥＬ表示装置は、このような画素がマトリクス状に配列した画素アレイを有してお
り、有機ＥＬ素子から発光した光が、素子基板又は素子基板上に対向配置される対向基板
側に出射されることにより、その面に表示画面が形成される。
【０００５】
　このような有機ＥＬ素子は、陽極と陰極とも呼ばれる一対の電極間に有機エレクトロル
ミネセンス材料を含む層（以下「有機エレクトロルミネセンス層」若しくは「有機ＥＬ層
」ともいう。）を備えている。有機ＥＬ層で発光した光は、立体角で表すと４πの全ての
方向に広がるため、表示画面側以外の方向に出射される光をいかに有効利用するかが問題
となる。
【０００６】
　また、有機ＥＬ層の層内で平行に放射された光は、有機ＥＬ層の端面に向かい透明電極
側からは放射されないという問題がある。これは、有機ＥＬ層を形成する材料の屈折率が
高く（ｎ＝１．８～１．９）、屈折率の異なる界面において特定の角度で入射する光が全
反射するためである。例えば、有機ＥＬ層と透明電極との界面、及びガラス基板と空気と
の界面で全反射した光は、有機ＥＬ層内又はガラス基板内を導波して層内で吸収されるか
、あるいはガラス基板端面から出射されてしまう。
【０００７】
　このように有機ＥＬ層内を導波してしまう光により、有機ＥＬ層で発生した光の取り出
し効率（有機ＥＬ層での発光量全体に占めるガラス基板側へ放射された光量の比率）は２
０％程度であると言われている。有機ＥＬ層で発生した光の取り出し効率を高くすること
は、有機ＥＬ素子を用いて構成される有機ＥＬ表示装置の消費電力を低減するために重要
となる。
【０００８】
　そこで、従来の有機ＥＬ表示装置には、透明基板上に凹凸層からなる回折格子を形成し
、回折格子上に透明電極、有機ＥＬ層、及び金属電極を順次積層して有機ＥＬ素子を構成
することにより、凹凸形状の回折格子による回折効果を利用して光の取り出し効率を向上
させようとするものがある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１３－１０９９３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載の従来の有機ＥＬ表示装置によると、凹凸形
状の回折格子を製造する際に、フーリエ変換像において円状や円環状の模様を有する凹凸
の波数及び凹凸の深さ分布等を一定の数値のものに製造する必要があり、製造工程に高い
精度が要求されることから、製造プロセスが複雑化し、製造コストが高くなる虞があった
。
【００１１】
　また、従来の有機ＥＬ表示装置によると、有機ＥＬ素子が設けられた画素において、画
素の斜め方向に出射される光は、隣接する画素から出射されて漏れ光となり混色の問題が
発生する虞がある一方、混色の影響を低減するために画素の領域を区画する遮光層の幅を
広げると、画素の開口率が低下し、有機ＥＬ素子から発光した光の有効利用を図ることが
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できない虞があった。
【００１２】
　そこで本発明は、有機ＥＬ表示装置において、有機ＥＬ素子から発光した光を各画素に
おける出射光として有効に利用することを目的とする。また、各画素からの光取り出し効
率を向上させる構成を、製造工程を大幅に変更することなく、簡素な構造で実現すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置は、複数の画素がマトリクス状に配置され
る第１基板と、前記第１基板上に配置された第１の電極と、前記第１の電極の上層に配置
された第２の電極と、前記第１の電極と前記第２の電極との間に配置された有機ＥＬ層と
、前記第１の電極の下層に配置された平坦化膜と、を備え、前記平坦化膜は、前記第１の
電極の側に、前記複数の画素の各々に対応して配置される複数の凸部を備え、前記平坦化
膜及び前記凸部上に前記第１の電極、前記有機ＥＬ層、及び前記第２の電極が順に積層さ
れ、前記複数の画素の各々を区画する境界部分には、前記凸部上に配置された前記第１の
電極の端部を覆う絶縁層が配置されていることを特徴とする。
【００１４】
　前記複数の凸部は、対応する前記画素ごとに、所望の発光色の波長を得られるピッチに
配置されてもよい。
【００１５】
　前記複数の凸部は、側面に斜面を有し、前記斜面の傾斜角度が４５度より大きく、９０
度より小さくてもよい。
【００１６】
　前記第１の電極は反射電極であり、前記第２の電極は透明電極であってもよい。
【００１７】
　前記複数の凸部は、矩形状の上面を有し、前記矩形状の上面の長辺部分の延長方向が前
記画素において複数の方向になるように配置されてもよい。
【００１８】
　前記平坦化膜及び前記複数の凸部は、樹脂材料を用いて形成されてもよい。
【００１９】
　前記第１基板と対向して配置される第２基板を有し、前記第２基板は、前記複数の画素
の各々に対応させて配置されるカラーフィルタを備えていてもよい。
【００２０】
　また、本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置は、複数の画素がマトリクス状に配
置される第１基板を備え、前記第１基板は、前記第１基板上に前記複数の画素の各々に対
応して配置され、複数の突出部を有する第１の電極、有機ＥＬ層、及び第２の電極が順に
積層された構成を備える有機ＥＬ発光層と、前記複数の画素の各々を区画する境界部分に
対応して配置され、前記第１の電極の前記突出部が配置された端部を覆って配置される絶
縁層と、を備えることを特徴とする。
【００２１】
　前記第１の電極は、前記突出部と、前記突出部の下に配置された薄膜状の平坦部とを備
えていてもよい。
【００２２】
　前記第１の電極は、前記突出部と、前記平坦部との間に、ＩＴＯ膜を備えていてもよい
。
【発明の効果】
【００２３】
　以上のように構成された本発明の有機ＥＬ表示装置によれば、有機ＥＬ素子で発光した
光を当該画素における出射光として有効に利用することができ、各画素からの光取り出し
効率を向上させることのできる有機ＥＬ表示装置を提供することができる。また、画素の
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混色を防ぐことにより、画質を向上させて高精細化を実現することができ、且つ簡素な構
造で安価に製造することのできる有機ＥＬ表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の概略構成を示す平面図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の積層構造を示す縦断面図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の概略構成を示す断面図である
。
【図４】本発明の第２の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の概略構成を示す断面図である
。
【図５】本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の画素の第１例を示す平面図である
。
【図６】本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の画素の第２例を示す平面図である
。
【図７】本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の画素の第３例を示す平面図である
。
【図８】本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の概略構成を示す断面図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の概略構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施形態について図を参照して説明する。なお、本発明は以下の実施形
態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々なる態様で実施す
ることができる。
【００２６】
　まず、本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の概略構成について、図１及び図２
を参照して説明する。
【００２７】
　図１は、本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００の概略構成を示す平面図で
ある。図１に示すように、有機ＥＬ表示装置１００の中央部には、ガラス等の硬質な基板
２上に、例えば、三原色（赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ））及び白色（Ｗ）をそれぞれ発
することにより一つの画素１０を構成する、４つ一組のサブ画素１０ａがマトリクス状に
複数配置されて構成される。複数の画素１０に含まれる各サブ画素１０ａが選択的且つ発
光量を調整して駆動されることによって、画像が表示される表示領域５０が形成される。
また、表示領域５０の周辺領域には、表示領域５０内の各画素１０を選択的且つ発光量を
調整して駆動するための駆動回路（Ｘドライバ、Ｙドライバ、シフトレジスタ等）３０、
４０が配置される。
【００２８】
　さらに、基板２上には、各駆動回路３０、４０に導通して各駆動回路３０、４０に対し
て電源電圧や駆動信号を供給するともにグランドへの接地を行うための多数の配線パター
ンが形成される。各配線パターンの端部は、基板２上の金属電極２０にそれぞれ接続され
る。各金属電極２０は、例えば、外部から駆動電力、駆動信号及びアース電位等を供給す
るフレキシブルプリント回路基板（図示せず）に接続される端子領域６０として構成され
てもよい。
【００２９】
　次に、図２を参照して、本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００の積層構造
について説明する。図２は、有機ＥＬ表示装置１００の積層構造を示す縦断面図である。
【００３０】
　図２に示すように、有機ＥＬ表示装置は、ガラス等の硬質な基板２上に表示領域５０の
各画素１０を構成する有機ＥＬ発光層１を備える。図２では詳細な図示を省略しているが
、有機ＥＬ発光層１は、基板２側から順に、例えば、ＴＦＴ駆動回路層、反射電極、有機
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ＥＬ層、透明電極が積層されることにより構成される。有機ＥＬ層は、例えば、正孔注入
層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層が積層されて構成される。
【００３１】
　有機ＥＬ発光層１は、雰囲気中の水分に曝されると急速に劣化するため、外気から密閉
される必要がある。このため、有機ＥＬ発光層１の表面は、例えば、ＣＶＤ成膜されたＳ
ｉＮ膜等からなる透明な封止膜３によって覆われるとともに、ガラス等の硬質透明部材か
らなる基板６によって覆われる。しかし、有機ＥＬ発光層１を外気から密閉することが可
能であれば、封止膜３は省略されてもよい。更に、例えば封止膜３が有機ＥＬ発光層１を
密閉すると共に基板６の替わりになる構造にしてもよい。換言すれば、基板２に対向する
基板が、即ち基板６が形成されない構造にしてもよい。以下では、基板２上に有機ＥＬ発
光層１及び封止膜３が形成された構成を「第１基板７」といい、これに合わせて、基板６
を「第２基板６」という。
【００３２】
　有機ＥＬ表示装置は、第１基板７と第２基板６との間隙において、両者間の距離を一定
に保つことにより有機ＥＬ発光層１の表面と第２基板６の表面とを平行に保つとともに、
両者の界面における反射や屈折を防止するため、例えば、エポキシ樹脂等の透明な樹脂４
、５が充填される。また、樹脂４、５以外にも、シール材等の公知の材料を用いて第１基
板７と第２基板６との間隙を維持してもよい。第２基板６は、有機ＥＬ表示装置の仕様に
応じて、カラーフィルタを含むものであってもよく、また、タッチパネル機能を備えた薄
膜デバイス等であってもよい。
【００３３】
　このような構成を有する本発明の第１及び第２の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置につ
いて、以下、図３乃至図７を参照して説明する。
【００３４】
（第１の実施形態）
　図３は、本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の概略構成を示す断面図であ
る。なお、図３は、図２に示す第１基板７に対応する構成を図示したものであり、図２に
示す第２基板６に対応する対向基板の図示を省略したものである。
【００３５】
　ここで、図３に示す基板１１は、図２に示す基板２上にＴＦＴ駆動回路層を備える構成
を示すものであり、以下では、「ＴＦＴ基板１１」という。また、図３は、図１に示す一
つの画素１０を構成する一つのサブ画素１０ａの断面構成を例示したものである。以下、
図１及び図２に示して上述した構成と同様の構成については、その詳細な説明を省略する
。
【００３６】
　図３に示すように、本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００は、ＴＦＴ
基板１１上に、反射電極（陽極）１３、有機ＥＬ層１４、及び透明電極（陰極）１５が積
層された構成を備える。ＴＦＴ基板１１はＴＦＴ駆動回路層を備え、ＴＦＴ駆動回路層上
に平坦化膜１２を備える。反射電極１３は、平坦化膜１２上に形成され、平坦化膜１２は
、反射電極１３の形成される側に突出した複数の凸部１２ａを有する。
【００３７】
　なお、図３に示すＴＦＴ基板１１に含まれるＴＦＴ駆動回路層と、反射電極１３、有機
ＥＬ層１４、及び透明電極１５の積層された構成が、図１に示す有機ＥＬ発光層１の構成
に対応する。反射電極１３は、ＴＦＴ駆動回路層に含まれる発光制御素子（トランジスタ
）に接続され、各画素１０における有機ＥＬ層１４の発光が発光制御素子によって制御さ
れる。
【００３８】
　図３に示すように、各サブ画素１０ａは、隣接するサブ画素１０ａとの境界に配置され
る絶縁層（バンク層）１８によって互いに区画される。つまり、反射電極１３の端部が絶
縁層１８に覆われて配置されることにより、隣接する各サブ画素１０ａの反射電極１３か



(8) JP 2015-122248 A 2015.7.2

10

20

30

40

50

ら互いに絶縁される。各サブ画素１０ａにおいて、反射電極１３の端部は、平坦化膜１２
を貫通して形成されるコンタクトホールに配置された貫通電極１９を介して、ＴＦＴ基板
１１のＴＦＴ駆動回路層に含まれる発光制御素子にそれぞれ接続される。このとき、貫通
電極１９及び平坦化膜１２に形成されるコンタクトホールは、絶縁層１８下の平坦化膜１
２に形成されてもよい。
【００３９】
　平坦化膜１２は、絶縁層１８によって囲まれた領域内に、所定のピッチｄ２で互いに離
隔して配置された複数の凸部１２ａを有する。複数の凸部１２ａは、それぞれ側面に斜面
を有し、隣接する凸部１２ａの斜面が互いに向き合うように配置される。凸部１２ａの側
面に形成された斜面の傾斜角度は、４５度より大きく、９０度より小さい角度であっても
よい。これにより、隣接する凸部１２ａと凸部１２aの間には、下方に向かって先細った
テーパー状の凹部が形成される。このとき、凸部１２ａの断面形状は、図３に示すように
、上底よりも下底の大きな台形形状を有していてもよい。
【００４０】
　凸部１２ａは、図３に示す長さｄ１だけ水平方向に延長された上面部を有していてもよ
く、略四角柱形状を有するものであってもよい。なお、凸部１２ａの形状は、側面に斜面
を有する凸形状であれば、頂上部が滑らかな半円状や略三角形状の断面を有するものであ
ってもよく、図示した構成に限定されない。また、凸部１２ａの頂上部の大きさや形状、
配置数及び配置ピッチｄ２等は、画素１０ごとに所望の発光色の波長が得られるように調
整されてもよい。例えば、各サブ画素１０ａにおいて三原色（ＲＧＢ）の波長が得られる
ように、凸部１２ａの配置ピッチｄ２を、それぞれＲ＞Ｇ＞Ｂとなるように形成してもよ
い。凸部１２ａの配置ピッチｄ２を発光色の波長と整合をとることにより、発光輝度の向
上を図ることができる。
【００４１】
　このような構成を有する凸部１２ａは、平坦化膜１２と一体に形成されたものであって
もよく、また、薄膜状の平坦化膜上に別途形成されたものであってもよい。例えば、平坦
化膜１２は、アクリル等の樹脂を用いて形成されてもよい。凸部１２ａは、平坦化膜１２
を形成する際に、ナノインプリント法や既存のパターニング法を用いて形成してもよい。
このように、平坦化膜１２の凸部１２ａは、既存の製造工程を大幅に変更することなく、
簡素な構造で安価に形成することができる。
【００４２】
　このように、平坦化膜１２に複数の凸部１２ａが所定のピッチｄ２で配置されることに
より、平坦化膜１２は凹凸構造を有することとなる。従って、平坦化膜１２上に形成され
る反射電極１３、有機ＥＬ層１４、及び透明電極１５についても凹凸構造を有して形成さ
れることとなる。これにより、隣接する凸部１２ａの間には反射電極１３、有機ＥＬ層１
４、及び透明電極１５からなる凹部が形成されることとなり、凹部を有する有機ＥＬ層１
４で生じた光を、凹部の内側であって反射電極１３の表面上で反射を繰り返させた後、凸
部１２ａの斜面上に形成された反射電極１３によって上方に出射させることが可能となる
。従って、従来、有機ＥＬ層１４内を横方向に導波してしまう光を、表示画面側に向かわ
せて出射させることが可能となる。これにより、従来は、画素１０の斜め方向に出射され
る光が隣接する画素１０から出射されて混色による問題を発生させる虞があったが、本発
明によれば、画素１０を区画する遮光層の幅を広げることなく、混色による画質悪化を防
止することができ、高画質な有機ＥＬ表示装置を提供することも可能となる。
【００４３】
　さらに、反射電極１３が凸部１２ａによって形成される、例えばサブミクロンスケール
の凹凸構造（いわゆるモスアイ構造）を備えることにより、表示領域５０に入射される外
光の反射や映り込みを防止することも可能となる。また、凹凸構造の底面、上面、及び側
面の全ての領域を発光領域として有効に利用することができるため、限られた表示領域５
０内において発光に寄与する有機ＥＬ層１４の面積を大きくとることが可能となり、広い
面積による発光によって光の取り出し効率を向上させることができる。従って、本発明に
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よれば、高精細画像を、高画質で表示することの可能な有機ＥＬ表示装置を提供すること
も可能となる。
【００４４】
　このような凸部１２ａの構成を有する平坦化膜１２上に形成される凹凸構造を有する透
明電極１５の表面上には、第１封止層１６が形成されてもよい。第１封止層１６は、透明
電極１５の凹凸に応じてアクリル蒸着等により樹脂を埋め込むことにより、凹凸を平坦化
する層である。第１封止層１６上には、無機材料を用いて素子全体を封止する第２封止層
１７が形成されてもよい。なお、図３に示す第１封止層１６及び第２封止層１７は、図２
に示す封止膜３に対応する。
【００４５】
　以下、さらに図５乃至図７を参照し、平坦化膜１２の凸部１２ａの構成例について説明
する。図５乃至図７は、本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１００の画素１０の
第１例乃至第３例を示す平面図である。図５乃至図７は、凸部１２ａの配置位置を説明す
るために、最上面に反射電極１３及び絶縁層（バンク層）１８が配置された構成を図示し
たものであり、有機ＥＬ層１４及び透明電極１５等の図示を省略したものである。従って
、図５には、反射電極１３下に配置される平坦化膜１２の凸部１２ａの位置を点線で図示
しており、絶縁層１８下に配置される貫通電極１９の位置を点線で図示している。さらに
、透明電極１５の凹凸のうち、透明電極１５が絶縁層（バンク層）１８の厚みによって突
出する位置１５ａを点線で図示している。
【００４６】
　まず、図５を参照し、画素１０の第１例について説明する。図５は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ
）、青（Ｂ）、白（Ｗ）の４色のサブ画素１０ａが正方配列された一つの画素１０の構成
例を図示している。図５に示すＡ－Ａ´線の断面構成が、図３に示すＡ－Ａ´線の構成に
対応するものである。
【００４７】
　図５に示すように、複数の凸部１２ａは、突出した領域である上面が、それぞれ矩形形
状を有していてもよい。図５に示すように、複数のサブ画素１０ａが第１方向及び第１方
向に垂直な第２方向にマトリクス状に配置されるとき、凸部１２ａは、矩形形状の上面が
、第１方向に延長された長辺を有するものと、第２方向に延長された長辺を有するものと
を含んでいてもよい。このとき、略四角柱形状を有する複数の凸部１２ａは、一つのサブ
画素１０ａの領域内において、第１方向に延長された長辺部分を有するものと、第２方向
に延長された長辺部分を有するものとで、領域を分けて配置されてもよい。
【００４８】
　このように、一つの画素１０または一つのサブ画素１０ａの領域内において、複数の凸
部１２ａを、同じ方向に配列される凸部１２ａごとに領域を分けて、それぞれ異なる方向
に配列することにより、出射光の方向を複数の方向とすることができるため、発光の視野
角分布を広げることが可能となる。また、隣接する凸部１２ａの間の凹部において、図３
を参照して上述したように、有機ＥＬ層１４で生じた光を様々な角度で反射させた後、上
方に向かわせて出射することが可能となる。従って、光の出射方向及び光強度を調節する
ように凸部１２ａの大きさ及び配置位置を決定することにより、発光輝度の向上を図るこ
とができる。
【００４９】
　次に、図６を参照し、画素１０の第２例について説明する。図６に示すように、略正方
形状を有する複数の凸部１２ａと貫通電極１９とが、画素領域の大きさに応じて格子状に
配置されていてもよい。このとき、凸部１２ａの配置される領域を、図６に示すようなＬ
字型の領域とすることにより、貫通電極１９の配置される領域を大きく確保することがで
きる。従って、貫通電極１９の配置されるコンタクトホールの大きさを大きくすることも
可能となり、貫通電極１９の導通を充分に確保することも可能となる。また、Ｌ字型の領
域であっても、対向する凸部１２ａの面同士の長さを合わせるなどして、Ｌ字型の形状に
合わせて凸部１２ａを配置することにより、発光領域として有効に利用することが可能と
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なる。
【００５０】
　このように、平面視上、多角形状を有する複数の凸部１２ａを、対向する凸部１２ａの
面同士の長さを合わせて画素領域の全体に配置することにより、限られた画素領域であっ
ても発光に寄与する有機ＥＬ層１４の面積を大きく確保することが可能となる。従って、
光の取り出し効率を向上させることが可能となる。ここで、凸部１２ａの上面形状は、図
６に示す正方形の形状に限らず、例えば、六角形や三角形の形状を有していてもよい。こ
のように、図６に示す第２例の構成によると、図５に示す第１例の構成と同様に、広い視
野角特性を有し、発光輝度の向上を図ることの可能な有機ＥＬ表示装置１００を形成する
ことができる。
【００５１】
　さらに、図７を参照し、画素１０の第３例について説明する。図７に示すように、各サ
ブ画素１０ａが長方形状を有する場合は、各サブ画素１０ａの長方形状の長辺の中央部分
を境に、複数の矩形形状の凸部１２ａが対称となるように配置されてもよい。
【００５２】
　このとき、図７に示すように、上面部が矩形形状の凸部１２ａの長辺部分の延長方向が
、画素１０の配列方向である第１方向及び第２方向に対してそれぞれ傾いた方向に配置さ
れていてもよい。このように、一つのサブ画素１０ａを長辺の中央部分を境に二つの領域
に分け、二つの領域に配置された複数の凸部１２ａを互いに配列方向が対称となるように
配置することにより、一つの画素１０内で異なる二つの方向に光が出射される発光領域を
形成することが可能となる。従って、図７に示す第３例の構成についても、図５に示す第
１例及び図６に示す第２例と同様に、広い視野角特性を有し、発光輝度の向上を図ること
の可能な有機ＥＬ表示装置１００を形成することが可能となる。
【００５３】
　以上のような凸部１２ａの構成を有して、本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示
装置の平坦化膜１２は形成される。本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置によ
れば、有機ＥＬ層１４で発光した光を各画素における出射光として有効に利用することが
可能となるため、混色による画質の悪化を防ぎつつ、低消費電力で発光効率を改善させた
有機ＥＬ表示装置を提供することができる。
【００５４】
（第２の実施形態）
　以下、図４を参照し、本発明の第２の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の概略構成につ
いて説明する。図４は、本発明の第２の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の概略構成を示
す断面図である。図４に示すように、本発明の第２の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置は
、絶縁層（バンク層）１８によって覆われる反射電極１３の端部が平坦化膜１２の凸部１
２ａ上に形成される構成においてのみ、図３に示す第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装
置とその構成が異なるものである。従って、以下、図３に示して上述した構成と同様の構
成については、同じ符号を付し、その詳細な説明を省略する。
【００５５】
　図４に示すように、反射電極１３の端部１３ａは、凸部１２ａの側面の斜面上に形成さ
れる。このとき、貫通電極１９は、平坦化膜１２の凸部１２ａを貫通して形成され、反射
電極１３の端部１３ａと接続される。凸部１２ａの斜面上に反射電極１３の端部１３ａが
配置されることにより、図３に示す第１の実施形態と比較して、反射電極１３によって光
を反射させる領域の面積を大きくすることができる。すなわち、反射電極１３の端部１３
ａと、隣接する凸部１２ａとの間に凹部を形成することができるため、凹部の内側の有機
ＥＬ層１４で生じた光を、凸部１２ａの斜面上に配置された反射電極１３の端部１３ａに
よりさらに反射させ、上方に向かわせることが可能となる。従って、図４に示す第２の実
施形態に係る有機ＥＬ表示装置によれば、光の取り出し効率を向上させることができる。
【００５６】
　また、本発明の第２の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置は、平坦化膜１２の凸部１２ａ
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の構成が、図３に示す第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置と同様に、図５乃至図７に
図示して上述した第１例乃至第３例の凸部１２ａの構成を備えるものであってもよい。従
って、第２の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置についても、広い視野角特性を有し、発光
輝度の向上を図る有機ＥＬ表示装置を構成することが可能となる。
【００５７】
　以上のとおり、本発明の第２の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置によれば、本発明の第
１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置と同様に、有機ＥＬ層１４で発光した光を各画素に
おける出射光として有効に利用することが可能となるため、混色による画質の悪化を防ぎ
つつ、低消費電力で発光効率を改善させた有機ＥＬ表示装置を提供することができる。
【００５８】
　なお、図１、図５及び図６を参照して上述した構成においては、画素１０に含まれるサ
ブ画素１０ａの各々が、例えば、ＲＧＢＷの異なる発光色を発光させる有機ＥＬ層１４を
備えるものとして説明したが、各画素１０が白色発光の有機ＥＬ層１４を備えるものであ
ってもよい。以下、図８を参照し、白色発光の有機ＥＬ層１４を備える第１基板７と、カ
ラーフィルタを備える第２基板６によって構成される有機ＥＬ表示装置の構成について説
明する。
【００５９】
　図８は、図４に示す第２の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の構成と同様の構成を備え
る第１基板７上に、カラーフィルタ２３を備える第２基板６が配置された有機ＥＬ表示装
置の構成を示す断面図である。
【００６０】
　図８に示すように、カラーフィルタ２３は、各サブ画素１０ａに対応させて、例えば三
原色（ＲＧＢ）の異なる色が着色されており、色ごとにカラーフィルタを区画するブラッ
クマトリクス２２を備えていてもよい。また、図８に示すように、基板２４上に形成され
たカラーフィルタ２３は、その上面がコート層２１により覆われていてもよい。
【００６１】
　このように、本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置は、有機ＥＬ層１４からの白
色光が各サブ画素１０ａに対応するカラーフィルタを透過するように構成される。白色光
はカラーフィルタを透過することによって着色され、フルカラー画像を表示することが可
能となる。
【００６２】
　なお、図８には、複数のサブ画素１０ａの各々が三原色（ＲＧＢ）のカラーフィルタに
それぞれ対応させて配置される構成を図示しているが、この構成に限らず、例えば、白色
（Ｗ）に対応させたサブ画素１０ａを備える構成としてもよい。白色（Ｗ）に対応させた
サブ画素１０ａは、例えばカラーフィルタを形成しない構造やＮＤフィルタを形成する構
造によって実現することができる。白色（Ｗ）に対応させたサブ画素１０ａに輝度成分を
持たせることにより、低消費電力で発光効率を向上させた有機ＥＬ表示装置を形成するこ
ともできる。
【００６３】
　また、図３乃至図８を参照して上述した有機ＥＬ表示装置の構成においては、平坦化膜
１２に凸部１２ａを備える構成について説明したが、平坦化膜１２に凹凸構造を備えるこ
となく、反射電極１３に凹凸構造を形成してもよい。以下、図９を参照し、反射電極１３
が突出部１３－２を備える有機ＥＬ表示装置の構成について説明する。
【００６４】
　図９は、本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の概略構成を示す断面図である。
ここで、図９は、図３及び図４に示す第１及び第２の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の
断面構成と同様に、図２に示す第１基板７に対応する構成を図示し、図２に示す第２基板
６に対応する対向基板の図示を省略したものである。また、以下、図３及び図４を参照し
て上述した構成と同様の構成については、同じ符号を付し、その詳細な説明を省略する。
【００６５】
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　図９に示すように、反射電極１３は、平坦部１３－１及び複数の突出部１３－２を備え
る。ここで、反射電極１３の突出部１３－２は、図１乃至図８を参照して上述した平坦化
膜１２の凸部１２ａと同様の形状及び構成を備えていてもよい。
【００６６】
　反射電極１３の平坦部１３－１及び突出部１３－２は、異なる２種類の材料を用いて形
成してもよい。例えば、第１の電極材料を用いて薄膜状の平坦部１３－１を形成した後、
平坦部１３－１上に第２の電極材料を形成し、第２の電極材料をエッチング加工すること
により複数の突出部１３－２を形成してもよい。第１の電極及び第２の電極は、例えば、
銀、ＩＺＯ、ＩＴＯ等を用いることができる。このとき、第２の電極材料をエッチングす
る際のストッパ層として、第１の電極材料の表面上にＩＴＯ膜を形成し、ＩＴＯ膜上に第
２の電極材料を形成してもよい。
【００６７】
　反射電極１３の突出部１３－２を第２の電極材料を微細にエッチング加工して形成する
ことにより、反射電極１３上には反射電極１３の凹凸に沿って有機ＥＬ層１４及び透明電
極１５が形成される。このとき、図９に示すように、反射電極１３の突出部１３－２と、
透明電極１５とが、有機ＥＬ層１４を間に挟んで互いに入れ子状に形成される。
【００６８】
　ここで、反射電極１３の突出部１３－２の配置ピッチｄ３を、有機ＥＬ層１４の厚み程
度まで小さく形成してもよい。これにより、各画素１０において、高密度に反射電極１３
、有機ＥＬ層１４及び透明電極１５からなる凹凸構造を形成することが可能となり、凹部
において対向する反射電極１３の間の距離を可能な限り小さくすることができるため、有
機ＥＬ層１４からの発光をあたかもレーザー発振のように反射電極１３の間で反射させる
ことが可能となり、発光輝度の向上を図ることが可能となる。
【００６９】
　また、図９に示すように、絶縁層（バンク層）１８によって覆われる反射電極１３の端
部において、突出部１３－２が配置されていてもよい。反射電極１３の突出部１３－２は
側面に斜面を備えるため、この斜面によって、図４に示す第２の実施形態に係る有機ＥＬ
表示装置と同様に、有機ＥＬ層１４で生じた光を反射させ、上方に向かわせることが可能
となる。従って、図９に示す本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置についても、光
の取り出し効率を向上させることが可能となる。
【００７０】
　以上説明したように、本発明によれば、有機ＥＬ層１４で発光した光を当該画素１０に
おける出射光として有効に利用することができるため、各画素１０からの光取り出し効率
を向上させることのできる有機ＥＬ表示装置を提供することができる。また、画素の混色
を防ぐことができるため、画質を向上させて高精細化を実現することができ、且つ簡素な
構造で安価に製造することのできる有機ＥＬ表示装置を提供することができる。
【符号の説明】
【００７１】
　１…有機ＥＬ発光層、２…基板、３…封止膜、４、５…樹脂、６…第２基板、７…第１
基板、１０…画素、１０ａ…サブ画素、１１…ＴＦＴ基板、１２…平坦化膜、１２ａ…凸
部、１３…反射電極、１３－１…平坦部、１３－２…突出部、１４…有機ＥＬ層、１５…
透明電極、１６…第１封止層、１７…第２封止層、１８…絶縁層（バンク層）、１９…貫
通電極、２０…金属電極、３０、４０…駆動回路、５０…表示領域、６０…端子領域、１
００…有機ＥＬ表示装置。
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